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目撃情報を活用した竜巻注意情報の提供を開始します 

 

気象庁は、平成 25年 9月の竜巻災害を踏まえて開催された「竜巻等突風対策局長級

会議」※1の検討報告（H25年 12月 26日）を受け、竜巻発生の目撃情報が得られた場合

に、目撃情報のあった地域の周辺で更なる竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非

常に高まっていることを伝える竜巻注意情報の提供を開始します。 

 

１．開始時期 

平成26年９月２日（火）13時 

 

２．竜巻注意情報の改善内容  

竜巻の発生が確認できた事例のうち約３割で、最初の竜巻から６時間以内に同一府

県又は近隣府県で別の竜巻が発生しており、竜巻の目撃情報を即時的に活用すること

で、従来より高い確度で竜巻注意情報を発表することが期待されます（別添、「目撃情

報の活用による竜巻注意情報の改善」を参照）。 

このため、竜巻の目撃情報が得られた場合は、竜巻注意情報に、目撃情報のあった

地域を「○○県南部」※2のように示すとともに、竜巻などの激しい突風が発生するお

それが非常に高まっていることを記述することで次に起きる竜巻への注意喚起を図り

ます（情報文例は次頁）。 

なお、竜巻の目撃情報は、全国の気象庁職員によるもののほか、関東地方の消防本

部から提供（試行的に実施中）※3されるものも活用することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 竜巻等突風対策局長級会議（内閣府ホームページ） 

http://www.bousai.go.jp/fusuigai/tatsumakikyokucho/h25.html 

※２ 気象庁の天気予報で用いる一次細分区域名（別添資料参照） 

※３ 以下の場合に消防本部から気象台へ情報提供 

①竜巻等突風の発生を想起させる通報があった場合  

②出動した消防職員が現地で竜巻等突風が発生した可能性を認識した場合 

 

http://www.bousai.go.jp/fusuigai/tatsumakikyokucho/h25.html


【目撃情報の活用の有無による竜巻注意情報の情報文の違い】 

目撃情報を活用しない場合の情報文 

（現行の竜巻注意情報と同じ） 
目撃情報を活用する場合の情報文 

○○県竜巻注意情報 第○号 

平成２×年○月△日１２時３５分 ○○地方気

象台発表 

 

○○県は、竜巻などの激しい突風が発生しやす

い気象状況になっています。 

 

 

 

空の様子に注意してください。雷や急な風の変

化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑

丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めて

ください。 

落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してくださ

い。 

この情報は、△日１３時５０分まで有効です。 

○○県竜巻注意情報 第○号 

平成２×年○月△日１２時３５分 ○○地方気

象台発表 

 

【目撃情報あり】○○県南部で竜巻などの激し

い突風が発生したとみられます。 

○○県は、竜巻などの激しい突風が発生するお

それが非常に高まっています。 

 

空の様子に注意してください。雷や急な風の変

化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑

丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めて

ください。 

落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してくださ

い。 

この情報は、△日１３時５０分まで有効です。 

（注）現行から変更となる箇所に太字で下線を付した。 

また、目撃情報があった場合に記載する地域名称は、気象庁の天気予報で用いる一次細分

区域名を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する問合せ先】 

気象庁予報部業務課 

電話 03-3212-8341（内線3105） 

 


